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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向において互いに間隔をあけて対向する第１、第２フレームと、
　第１、第２支持脚とを備えており、
　前記第１、第２フレームは、前記第１方向に交差する第２方向に延びた筒であって、前
記第２方向の第１端部および前記第１端部の反対側の第２端部を有し、且つ前記第１端部
が前記第２方向の一方に開放され、前記第２端部が前記第２方向の他方に開放されたフレ
ーム本体と、
　　前記フレーム本体の前記第１端部の内面又は外面上に設けられた第１リブと、
　　前記フレーム本体の前記第１端部の内面又は外面上に設けられた第２リブと、
　　前記フレーム本体の前記第２端部の内面又は外面上に設けられた第３リブと、
　　前記フレーム本体の前記第２端部の内面又は外面上に設けられた第４リブとを有して
おり、
　前記第１支持脚は、前記第１フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第２脚部と、
　　前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しており、
　前記第２支持脚は、前記第１フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第２脚部と、
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　　当該第２支持脚の前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しているバ
ーベキューグリル。
【請求項２】
　第１方向において互いに間隔をあけて対向する第１、第２フレームと、
　第１、第２支持脚とを備えており、
　前記第１、第２フレームは、前記第１方向に交差する第２方向に延びた多角形状の筒で
あって、第１、第２角を更に有するフレーム本体と、
　　前記フレーム本体の前記第１角の前記第２方向の第１端部の内面又は外面上に設けら
れた第１リブと、
　　前記フレーム本体の前記第２角の前記第２方向の第１端部の内面又は外面上に設けら
れた第２リブと、
　　前記フレーム本体の前記第１角の前記第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面上
に設けられた第３リブと、
　　前記フレーム本体の前記第２角の前記第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面上
に設けられた第４リブとを有しており、
　前記第１支持脚は、前記第１フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第２脚部と、
　　前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しており、
　前記第２支持脚は、前記第１フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第２脚部と、
　　当該第２支持脚の前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しているバ
ーベキューグリル。
【請求項３】
　第１方向において互いに間隔をあけて対向する第１、第２フレームと、
　第１、第２支持脚とを備えており、
　前記第１、第２フレームは、前記第１方向に交差する第２方向に延びた筒であるフレー
ム本体と、
　　第１、第２長尺リブとを有しており、
　　前記第１長尺リブは、前記第１、第２フレームの前記フレーム本体の内面又は外面上
に設けられており且つ当該内面又は外面の前記第２方向の一端から他端にかけて前記第２
方向に延びており、且つ前記第１長尺リブの前記第２方向の第１端部である第１リブと前
記第１長尺リブの前記第１端部の反対側の第２端部である第３リブとを有しており、
　　前記第２長尺リブは、前記第１、第２フレームの前記フレーム本体の内面又は外面上
に設けられており且つ当該内面又は外面の前記第２方向の一端から他端にかけて前記第２
方向に延びており、且つ前記第２長尺リブの前記第２方向の第１端部である第２リブと前
記第２長尺リブの前記第１端部の反対側の第２端部である第４リブとを有しており、
　前記第１支持脚は、前記第１フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第２脚部と、
　　前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しており、
　前記第２支持脚は、前記第１フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第２脚部と、
　　当該第２支持脚の前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しているバ
ーベキューグリル。
【請求項４】
　請求項３記載のバーベキューグリルにおいて、
　　前記フレーム本体は、多角形状の筒であって、第１、第２角を更に有しており、



(3) JP 6224552 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

　　前記第１長尺リブが前記フレーム本体の前記第１角の内面又は外面上に設けられてお
り、
　　前記第２長尺リブが前記フレーム本体の前記第２角の内面又は外面上に設けられてい
るバーベキューグリル。
【請求項５】
　第１方向において互いに間隔をあけて対向する第１、第２フレームと、
　第１、第２支持脚とを備えており、
　前記第１、第２フレームは、前記第１方向に交差する第２方向に延びた筒であるフレー
ム本体と、
　　第３、第４長尺リブとを有しており、
　　前記第３長尺リブは、前記第１、第２フレームの前記フレーム本体の前記第１端部の
内面又は外面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びており、且つ前記
第３長尺リブの長さ方向の第１端部である第１リブと前記第３長尺リブの前記第１端部の
反対側の第２端部である第２リブとを有しており、
　　前記第４長尺リブは、前記第１、第２フレームの前記フレーム本体の前記第２端部の
内面又は外面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びており、且つ前記
第４長尺リブの長さ方向の第１端部である第３リブと前記第４長尺リブの前記第１端部の
反対側の第２端部である第４リブとを有しており、
　前記第１支持脚は、前記第１フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第１リブ及び前記第２リブに固定された第２脚部と、
　　前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しており、
　前記第２支持脚は、前記第１フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第
１脚部と、
　　前記第２フレームの前記第３リブ及び前記第４リブに固定された第２脚部と、
　　当該第２支持脚の前記第１脚部と前記第２脚部とを連結する連結部とを有しているバ
ーベキューグリル。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載のバーベキューグリルにおいて、
　　前記第１～第４リブは、前記第２方向に延びるネジ孔を有しており、
　前記バーベキューグリルは、前記第１支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレー
ムの前記第１リブのネジ孔にネジ止めされたネジである第１固定部と、
　前記第１支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第２リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第２固定部と、
　前記第１支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第１リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第３固定部と、
　前記第１支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第２リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第４固定部と、
　前記第２支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第３リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第５固定部と、
　前記第２支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第４リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第６固定部と、
　前記第２支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第３リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第７固定部と、
　前記第２支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第４リブのネジ孔に
ネジ止めされたネジである第８固定部とを更に備えているバーベキューグリル。
【請求項７】
　請求項１～５の何れかに記載のバーベキューグリルにおいて、
　　前記第１～第４リブは、前記第２方向に延びる係合孔を有しており、
　前記バーベキューグリルは、前記第１支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレー
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ムの前記第１リブの係合孔に係合されたピンである第１固定部と、
　前記第１支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第２リブの係合孔に
係合されたピンである第２固定部と、
　前記第１支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第１リブの係合孔に
係合されたピンである第３固定部と、
　前記第１支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第２リブの係合孔に
係合されたピンである第４固定部と、
　前記第２支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第３リブの係合孔に
係合されたピンである第５固定部と、
　前記第２支持脚の前記第１脚部を貫通して前記第１フレームの前記第４リブの係合孔に
係合されたピンである第６固定部と、
　前記第２支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第３リブの係合孔に
係合されたピンである第７固定部と、
　前記第２支持脚の前記第２脚部を貫通して前記第２フレームの前記第４リブの係合孔に
係合されたピンである第８固定部とを更に備えているバーベキューグリル。
【請求項８】
　請求項１～７の何れかに記載のバーベキューグリルにおいて、
　前記第１、第２フレーム及び前記第１、第２支持脚の少なくとも一方に支持される火床
を更に備えているバーベキューグリル。
【請求項９】
　請求項８記載のバーベキューグリルにおいて、
　　前記第１フレームは、当該第１フレームの前記フレーム本体から前記第２フレームの
前記フレーム本体側に延びる第１鍔部を更に有しており、
　　前記第２フレームは、当該第２フレームの前記フレーム本体から前記第１フレームの
前記フレーム本体側に延びる第１鍔部を更に有しており、
　前記火床は、前記第１フレームの前記第１鍔部と前記第２フレームの前記第１鍔部とに
懸架されているバーベキューグリル。
【請求項１０】
　請求項９記載のバーベキューグリルにおいて、
　　前記第１鍔部は前記第２方向に延びる長尺状の板であり、
　前記火床は、前記第１フレームの前記第１鍔部及び前記第２フレームの前記第１鍔部上
で、前記第２方向に移動自在であるバーベキューグリル。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れかに記載のバーベキューグリルにおいて、
　前記第１、第２フレーム及び前記第１、第２支持脚の少なくとも一方に支持される鉄板
又は焼き網を更に備えているバーベキューグリル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バーベキューグリルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバーベキューグリルが下記特許文献１に記載されている。この従来のバーベキュ
ーグリルは、下向き略Ｕ字状の第１、第２支持脚と、第１、第２横パイプと、第１、第２
プレートと、火床とを備えている。第１、第２支持脚は、当該バーベキューグリルの長手
方向において互いに対向するように配置されている。第１、第２支持脚の上端部は、当該
バーベキューグリルの端手方向の第１、第２端部を有している。火床は、第１、第２支持
脚の上端部に懸架されている。
【０００３】
　第１プレートの長手方向の第１端が第１支持脚の上端部の第１端部に外側から取り付け
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られ、第１プレートの長手方向の第２端が第２支持脚の上端部の第１端部に外側から取り
付けられている。第２プレートの長手方向の第１端が第１支持脚の上端部の第２端部に外
側から取り付けられ、第２プレートの長手方向の第２端が第２支持脚の上端部の第２端部
に外側から取り付けられている。第１、第２プレートが火床の側面に間隙を有して配置さ
れ、バーベキューグリルの使用者が火床に触れるのを防止している。
【０００４】
　第１横パイプの長手方向の第１端が第１支持脚の上端部の第１端部に内側から取り付け
られ、第１横パイプの長手方向の第２端が第２支持脚の上端部の第１端部に内側から取り
付けられている。第２横パイプの長手方向の第１端が第１支持脚の上端部の第２端部に内
側から取り付けられ、第２横パイプの長手方向の第２端が第２支持脚の上端部の第２端部
に内側から取り付けられている。このように第１、第２横パイプが第１、第２支持脚を連
結することによって、第１、第２プレートの捩じれを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２８７９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の通り、従来のバーベキューグリルは、第１、第２支持脚、第１、第２横パイプ及
び第１、第２プレートが必須であるため、部品点数が多い。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは、部品
点数の低減を図ることができるバーベキューグリルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のバーベキューグリルは、第１、第２フレームと、
第１、第２支持脚とを備えている。第１、第２フレームは、第１方向において互いに間隔
をあけて対向している。第１、第２フレームは、フレーム本体と、第１、第２リブと、第
３、第４リブとを有している。フレーム本体は、第１方向に交差する第２方向に延びた筒
であって、第２方向の第１端部および第１端部の反対側の第２端部を有し、且つ第１端部
が第２方向の一方に開放され、第２端部が第２方向の他方に開放されている。第１リブは
、フレーム本体の第１端部の内面又は外面上に設けられている。第２リブは、フレーム本
体の第１端部の内面又は外面上に設けられている。第３リブは、フレーム本体の第２端部
の内面又は外面上に設けられている。第４リブは、フレーム本体の第２端部の内面又は外
面上に設けられている。第１支持脚は、第１、第２脚部と、連結部とを有している。第１
支持脚の第１脚部は、第１フレームの第１、第２リブに固定されている。第１支持脚の第
２脚部は、第２フレームの第１、第２リブに固定されている。第１支持脚の連結部は、第
１支持脚の第１、第２脚部を連結している。第２支持脚は、第１、第２脚部と、連結部と
を有している。第２支持脚の第１脚部は、第１フレームの第３、第４リブに固定されてい
る。第２支持脚の第２脚部は、第２フレームの第３、第４リブに固定されている。第２支
持脚の連結部は、第２支持脚の第１、第２脚部を連結している。
【０００９】
　このような態様のバーベキューグリルは、以下の技術的特徴及び効果を有する。第１に
、バーベキューグリルの部品点数の低減を図ることができる。第１、第２支持脚が、少な
くとも第１、第２フレームで連結される構成とすることが可能である。第２に、第１、第
２フレームのみで第１、第２支持脚を連結したとしても、第１、第２フレームに歪みが生
じ難い。なぜなら、第１、第２フレームのフレーム本体が筒であるからである。第３に、
第１、第２フレームの断熱効果を向上させることができる。第１、第２フレームのフレー
ム本体が筒であり、内部に空気層を有しているからである。第４に、バーベキューグリル



(6) JP 6224552 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

の重量の増加を抑制することができる。第１、第２フレームが筒であるフレーム本体の内
面又は外面に第１～第４リブが設けられた構成であるからである。
【００１０】
　本発明の別のバーベキューグリルは、第１方向において互いに間隔をあけて対向する第
１、第２フレームと、第１、第２支持脚とを備えている。第１、第２フレームは、第１方
向に交差する第２方向に延びた多角形状の筒であって、第１、第２角を更に有するフレー
ム本体と、フレーム本体の第１角の第２方向の第１端部の内面又は外面上に設けられた第
１リブと、フレーム本体の第２角の第２方向の第１端部の内面又は外面上に設けられた第
２リブと、フレーム本体の第１角の第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面上に設け
られた第３リブと、フレーム本体の第２角の第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面
上に設けられた第４リブとを有している。第１支持脚は、第１フレームの第１リブ及び第
２リブに固定された第１脚部と、第２フレームの第１リブ及び第２リブに固定された第２
脚部と、第１脚部と第２脚部とを連結する連結部とを有している。第２支持脚は、第１フ
レームの第３リブ及び第４リブに固定された第１脚部と、第２フレームの第３リブ及び第
４リブに固定された第２脚部と、当該第２支持脚の第１脚部と第２脚部とを連結する連結
部とを有している。
【００１１】
　このような態様のバーベキューグリルは、以下の技術的特徴及び効果を有する。第１に
、バーベキューグリルの部品点数の低減を図ることができる。第１、第２支持脚が、少な
くとも第１、第２フレームで連結される構成とすることが可能である。第２に、第１、第
２フレームのみで第１、第２支持脚を連結したとしても、第１、第２フレームに歪みが生
じ難い。なぜなら、第１、第２フレームのフレーム本体が筒であるからである。第３に、
第１、第２フレームの断熱効果を向上させることができる。第１、第２フレームのフレー
ム本体が筒であり、内部に空気層を有しているからである。第４に、バーベキューグリル
の重量の増加を抑制することができる。第１、第２フレームが筒であるフレーム本体の内
面又は外面に第１～第４リブが設けられた構成であるからである。第５に、更に第１、第
２フレームに歪みが生じ難くなる。その理由は以下の通りである。第１、第２リブがフレ
ーム本体の第１、第２角の第１端部の内面又は外面上に設けられることによって、当該第
１、第２リブがフレーム本体を補強している。第３、第４リブがフレーム本体の第１、第
２角の第２端部の内面又は外面上に設けられることによって、当該第３、第４リブがフレ
ーム本体を補強している。
【００１２】
　本発明の別のバーベキューグリルは、第１方向において互いに間隔をあけて対向する第
１、第２フレームと、第１、第２支持脚とを備えている。第１、第２フレームは、第１方
向に交差する第２方向に延びた筒であるフレーム本体と、第１、第２長尺リブとを有して
いる。第１長尺リブは、第１、第２フレームのフレーム本体の内面又は外面上に設けられ
ており且つ当該内面又は外面の第２方向の一端から他端にかけて第２方向に延びており、
且つ第１長尺リブの第２方向の第１端部である第１リブと第１長尺リブの第１端部の反対
側の第２端部である第３リブとを有している。第２長尺リブは、第１、第２フレームのフ
レーム本体の内面又は外面上に設けられており且つ当該内面又は外面の第２方向の一端か
ら他端にかけて第２方向に延びており、且つ第２長尺リブの第２方向の第１端部である第
２リブと第２長尺リブの第１端部の反対側の第２端部である第４リブとを有している。第
１支持脚は、第１フレームの第１リブ及び第２リブに固定された第１脚部と、第２フレー
ムの第１リブ及び第２リブに固定された第２脚部と、第１脚部と第２脚部とを連結する連
結部とを有している。第２支持脚は、第１フレームの第３リブ及び第４リブに固定された
第１脚部と、第２フレームの第３リブ及び第４リブに固定された第２脚部と、当該第２支
持脚の第１脚部と第２脚部とを連結する連結部とを有している。
【００１３】
　このような態様のバーベキューグリルは、以下の技術的特徴及び効果を有する。第１に
、バーベキューグリルの部品点数の低減を図ることができる。第１、第２支持脚が、少な
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くとも第１、第２フレームで連結される構成とすることが可能である。第２に、第１、第
２フレームのみで第１、第２支持脚を連結したとしても、第１、第２フレームに歪みが生
じ難い。なぜなら、第１、第２フレームのフレーム本体が筒であるからである。第３に、
第１、第２フレームの断熱効果を向上させることができる。第１、第２フレームのフレー
ム本体が筒であり、内部に空気層を有しているからである。第４に、バーベキューグリル
の重量の増加を抑制することができる。第１、第２フレームが筒であるフレーム本体の内
面又は外面に第１～第４リブが設けられた構成であるからである。第５に、更に第１、第
２フレームに歪みが生じ難くなる。第１、第２長尺リブがフレーム本体を補強しているか
らである。
【００１４】
　第１長尺リブがフレーム本体の第１角の内面又は外面上に設けられた構成とすることが
可能である。第２長尺リブがフレーム本体の第２角の内面又は外面上に設けられた構成と
することが可能である。
【００１５】
　このような態様のバーベキューグリルは、更に第１、第２フレームに歪みが生じ難くな
る。第１、第２長尺リブがフレーム本体の第１、第２角の内面又は外面上に設けられ、当
該フレーム本体を補強しているからである。
【００１６】
　本発明の別のバーベキューグリルは、第１方向において互いに間隔をあけて対向する第
１、第２フレームと、第１、第２支持脚とを備えている。第１、第２フレームは、第１方
向に交差する第２方向に延びた筒であるフレーム本体と、第３、第４長尺リブとを有して
いる。第３長尺リブは、前記第１、第２フレームのフレーム本体の第１端部の内面又は外
面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びており、且つ第３長尺リブの
長さ方向の第１端部である第１リブと第３長尺リブの第１端部の反対側の第２端部である
第２リブとを有している。第４長尺リブは、前記第１、第２フレームのフレーム本体の第
２端部の内面又は外面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びており、
且つ第４長尺リブの長さ方向の第１端部である第３リブと第４長尺リブの第１端部の反対
側の第２端部である第４リブとを有している。第１支持脚は、第１フレームの第１リブ及
び第２リブに固定された第１脚部と、第２フレームの第１リブ及び第２リブに固定された
第２脚部と、第１脚部と第２脚部とを連結する連結部とを有している。第２支持脚は、第
１フレームの第３リブ及び第４リブに固定された第１脚部と、第２フレームの第３リブ及
び第４リブに固定された第２脚部と、当該第２支持脚の第１脚部と第２脚部とを連結する
連結部とを有している。
　このような態様のバーベキューグリルは、以下の技術的特徴及び効果を有する。第１に
、バーベキューグリルの部品点数の低減を図ることができる。第１、第２支持脚が、少な
くとも第１、第２フレームで連結される構成とすることが可能である。第２に、第１、第
２フレームのみで第１、第２支持脚を連結したとしても、第１、第２フレームに歪みが生
じ難い。なぜなら、第１、第２フレームのフレーム本体が筒であるからである。第３に、
第１、第２フレームの断熱効果を向上させることができる。第１、第２フレームのフレー
ム本体が筒であり、内部に空気層を有しているからである。第４に、バーベキューグリル
の重量の増加を抑制することができる。第１、第２フレームが筒であるフレーム本体の内
面又は外面に第１～第４リブが設けられた構成であるからである。
 
【００１７】
　上記した何れかの態様のバーベキューグリルは、第１～第８固定部を更に備えた構成と
することが可能である。第１～第４リブは、第２方向に延びるネジ孔を有する構成とする
ことが可能である。この場合、第１固定部は、第１支持脚の第１脚部を貫通して第１フレ
ームの第１リブのネジ孔にネジ止めされたネジとすることが可能である。第２固定部は、
第１支持脚の第１脚部を貫通して第１フレームの第２リブのネジ孔にネジ止めされたネジ
とすることが可能である。第３固定部は、第１支持脚の第２脚部を貫通して第２フレーム
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の第１リブのネジ孔にネジ止めされたネジとすることが可能である。第４固定部は、第１
支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第２リブのネジ孔にネジ止めされたネジとす
ることが可能である。第５固定部は、第２支持脚の第１脚部を貫通して第１フレームの第
３リブのネジ孔にネジ止めされたネジとすることが可能である。第６固定部は、第２支持
脚の第１脚部を貫通して第１フレームの第４リブのネジ孔にネジ止めされたネジとするこ
とが可能である。第７固定部は、第２支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第３リ
ブのネジ孔にネジ止めされたネジとすることが可能である。第８固定部は、第２支持脚の
第２脚部を貫通して第２フレームの第４リブのネジ孔にネジ止めされたネジとすることが
可能である。
【００１８】
　又は、第１～第４リブは、第２方向に延びる係合孔を有する構成とすることが可能であ
る。この場合、第１固定部は、第１支持脚の第１脚部を貫通して第１フレームの第１リブ
の係合孔に係合されたピンとすることが可能である。第２固定部は、第１支持脚の第１脚
部を貫通して第１フレームの第２リブの係合孔に係合されたピンとすることが可能である
。第３固定部は、第１支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第１リブの係合孔に係
合されたピンとすることが可能である。第４固定部は、第１支持脚の第２脚部を貫通して
第２フレームの第２リブの係合孔に係合されたピンとすることが可能である。第５固定部
は、第２支持脚の第１脚部を貫通して第１フレームの第３リブの係合孔に係合されたピン
とすることが可能である。第６固定部は、第２支持脚の第１脚部を貫通して第１フレーム
の第４リブの係合孔に係合されたピンとすることが可能である。第７固定部は、第２支持
脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第３リブの係合孔に係合されたピンとすることが
可能である。第８固定部は、第２支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第４リブの
係合孔に係合されたピンとすることが可能である。
【００１９】
　上記何れかの態様のバーベキューグリルは、第１、第２フレーム及び第１、第２支持脚
の少なくとも一方に支持される火床を更に備えた構成とすることが可能である。
【００２０】
　第１フレームは、当該第１フレームのフレーム本体から第２フレームのフレーム本体側
に延びる第１鍔部を更に有する構成とすることが可能である。第２フレームは、当該第２
フレームのフレーム本体から第１フレームのフレーム本体側に延びる第１鍔部を更に有す
る構成とすることが可能である。火床は、第１フレームの第１鍔部と第２フレームの第１
鍔部とに懸架された構成とすることが可能である。
【００２１】
　第１鍔部は第２方向に延びる長尺状の板とすることが可能である。火床は、第１フレー
ムの第１鍔部及び第２フレームの第１鍔部上で、第２方向に移動自在な構成とすることが
可能である。このような態様のバーベキューグリルは、火床を第２方向に移動させて、第
１、第２フレームの間から引き出すことができるので、使い勝手が向上する。
【００２２】
　上記何れかの態様のバーベキューグリルは、第１、第２フレーム及び第１、第２支持脚
の少なくとも一方に支持される鉄板又は焼き網を更に備えた構成とすることが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】本発明の実施例に係るバーベキューグリルの正面、平面及び右側面から表した
斜視図である。
【図１Ｂ】前記バーベキューグリルのフレーム及び支持脚の正面、平面及び右側面から表
した斜視図である。
【図２】前記バーベキューグリルのフレーム及び支持脚の背面図である。
【図３】前記バーベキューグリルのフレーム及び支持脚の平面図である。
【図４】前記バーベキューグリルのフレーム及び支持脚の底面図である。
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【図５】前記バーベキューグリルのフレーム及び支持脚の右側面図である。
【図６Ａ】前記バーベキューグリルの図１Ｂ中の６Ａ－６Ａ拡大断面図である。
【図６Ｂ】前記バーベキューグリルの図１Ｂ中の６Ｂ－６Ｂ拡大断面図である。
【図７Ａ】前記バーベキューグリルの設計変更例の図６Ａに対応する拡大断面図である。
【図７Ｂ】前記設計変更例のバーベキューグリルの図６Ｂに対応する拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施例に係るバーベキューグリルＧについて図１Ａ～図６Ｂを参照しつ
つ説明する。バーベキューグリルＧは、第１フレーム１００ａと、第２フレーム１００ｂ
と、第１支持脚２００ａと、第２支持脚２００ｂと、第１固定部３００ａと、第２固定部
３００ｂと、第３固定部３００ｃと、第４固定部３００ｄと、第５固定部３００ｅと、第
６固定部３００ｆと、第７固定部３００ｇと、第８固定部３００ｈと、火床４００と、焼
き網５００と、鉄板６００とを備えている。以下、バーベキューグリルＧの各構成要素に
ついて詳しく説明する。図１Ａ、図１Ｂ、図６Ａ及び図６Ｂ中のＸ－Ｘ’方向は、第１、
第２フレーム１００ａ、１００ｂの端手方向であって、特許請求の範囲の第１方向に相当
している。図１Ａ及び図１Ｂ中のＹ－Ｙ’方向は、第１、第２フレーム１００ａ、１００
ｂの長手方向であって、特許請求の範囲の第２方向に相当している。図１Ａ、図１Ｂ、図
６Ａ及び図６Ｂ中のＺ－Ｚ’方向は、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂの高さ方向
である。Ｙ－Ｙ’方向はＸ－Ｘ’方向に直角に交差しており、Ｚ－Ｚ’方向はＹ－Ｙ’方
向及びＸ－Ｘ’方向に直角に交差している。
【００２５】
　第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂは、図１Ａ～図６Ｂに示されるようにアルミ等
の金属で構成された筒である。第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂはＸ－Ｘ’方向に
おいて対称形状である。第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂはＸ－Ｘ’方向において
互いに間隔をあけて対向している。
【００２６】
　第１フレーム１００ａは、フレーム本体１１０ａと、第１長尺リブ１２０ａと、第２長
尺リブ１３０ａと、第１鍔部１４０ａと、第２鍔部１５０ａとを有している。
【００２７】
　フレーム本体１１０ａは、Ｙ－Ｙ’方向に延びた略三角形状の筒であって、アルミ等の
金属で構成されている。フレーム本体１１０ａは、図６Ａ及び図６Ｂに最も良く示されて
いるように、底板１１１ａと、外側板１１２ａと、内側板１１３ａと、第１角Ｒ１ａと、
第２角Ｒ２ａと、第３角Ｒ３ａとを有している。底板１１１ａは、Ｙ－Ｙ’方向に延びた
長方形の板であって、Ｘ方向の端と、Ｘ’方向の端とを有している。外側板１１２ａは、
Ｙ－Ｙ’方向に延びる円弧状の板であって、Ｚ方向及びＸ’方向に湾曲している。外側板
１１２ａは、下端と、上端とを有している。外側板１１２ａの下端が底板１１１ａのＸ方
向の端に一体的に接続されている。内側板１１３ａは、Ｙ－Ｙ’方向に延びる円弧状の板
であって、Ｚ方向及びＸ’方向に湾曲している。内側板１１３ａは、下端と、上端とを有
している。内側板１１３ａの下端が底板１１１ａのＸ’方向の端に一体的に接続されてい
る。外側板１１２ａの上端と内側板１１３ａの上端とが一体的に接続されている。
【００２８】
　第１角Ｒ１ａは、フレーム本体１１０ａの外側板１１２ａと内側板１１３ａとが突き合
わされた角である。第２角Ｒ２ａは、フレーム本体１１０ａの底板１１１ａと外側板１１
２ａとが突き合わされた角である。第３角Ｒ３ａは、フレーム本体１１０ａの底板１１１
ａと内側板１１３ａとが突き合わされた角である。第１角Ｒ１ａ～Ｒ３のＹ－Ｙ’方向の
寸法は、フレーム本体１１０ａのＹ－Ｙ’方向の寸法と同じである。
【００２９】
　第１長尺リブ１２０ａは、フレーム本体１１０ａの第１角Ｒ１ａの内面上に設けられて
おり且つ当該内面のＹ方向の端からＹ’方向の端にかけてＹ－Ｙ’方向に延びている。第
１長尺リブ１２０ａのＹ－Ｙ’方向の寸法は、フレーム本体１１０ａのＹ－Ｙ’方向の寸
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法と同じである。第１長尺リブ１２０ａは、Ｘ－Ｘ’方向の断面において略Ｃ字状である
。第１長尺リブ１２０ａには、当該第１長尺リブ１２０ａをＹ－Ｙ’方向に貫通する貫通
孔１２１ａが設けられている。
【００３０】
　第１長尺リブ１２０ａは、リブ１２２ａ（第１リブ）と、リブ１２３ａ（第３リブ）と
を有している。リブ１２２ａは、第１長尺リブ１２０ａのＹ方向側の第１端部である。第
１長尺リブ１２０ａの貫通孔１２１ａのＹ方向側の端部の内周面にネジ溝が形成されてい
る。この貫通孔１２１ａのＹ方向側の端部がリブ１２２ａのネジ孔１２２ａ１となってい
る。ネジ孔１２２ａ１もＹ－Ｙ’方向に延びている。リブ１２３ａは、第１長尺リブ１２
０ａのＹ’方向側の第２端部である。第１長尺リブ１２０ａの貫通孔１２１ａのＹ’方向
側の端部の内周面にネジ溝が形成されている。この貫通孔１２１ａのＹ’方向側の端部が
リブ１２３ａのネジ孔１２３ａ１となっている。ネジ孔１２３ａ１もＹ－Ｙ’方向に延び
ている。
【００３１】
　第２長尺リブ１３０ａは、フレーム本体１１０ａの第２角Ｒ２ａの内面上に設けられて
おり且つ当該内面のＹ方向の端からＹ’方向の端にかけてＹ－Ｙ’方向に延びている。こ
のように第２長尺リブ１３０ａは、フレーム本体１１０ａの内面上の第１長尺リブ１２０
ａが設けられた箇所と異なる箇所（第１長尺リブ１２０ａが設けられた箇所よりも下側の
箇所）に設けられている。第２長尺リブ１３０ａのＹ－Ｙ’方向の寸法は、フレーム本体
１１０ａのＹ－Ｙ’方向の寸法と同じである。第２長尺リブ１３０ａは、Ｘ－Ｘ’方向の
断面において略Ｃ字状である。第２長尺リブ１３０ａには、当該第２長尺リブ１３０ａを
Ｙ－Ｙ’方向に貫通する貫通孔１３１ａが設けられている。
【００３２】
　第２長尺リブ１３０ａは、リブ１３２ａ（第２リブ）と、リブ１３３ａ（第４リブ）と
を有している。リブ１３２ａは、第２長尺リブ１３０ａのＹ方向側の第１端部である。第
２長尺リブ１３０ａの貫通孔１３１ａのＹ方向側の端部の内周面にネジ溝が形成されてい
る。この貫通孔１３１ａのＹ方向側の端部がリブ１３２ａのネジ孔１３２ａ１となってい
る。ネジ孔１３２ａ１もＹ－Ｙ’方向に延びている。リブ１３３ａは、第２長尺リブ１３
０ａのＹ’方向側の第２端部である。第２長尺リブ１３０ａの貫通孔１３１ａのＹ’方向
側の端部の内周面にネジ溝が形成されている。この貫通孔１３１ａのＹ’方向側の端部が
リブ１３３ａのネジ孔１３３ａ１となっている。ネジ孔１３３ａ１もＹ－Ｙ’方向に延び
ている。
【００３３】
　第１鍔部１４０ａは、フレーム本体１１０ａの第３角Ｒ３ａからＸ’方向（第２フレー
ム１００ｂの後述するフレーム本体１１０ｂ側）に延びた後、Ｚ方向に延びた略Ｌ字状の
板である。第１鍔部１４０ａは、Ｙ－Ｙ’方向に延びた長尺状であって、フレーム本体１
１０ａと同じＹ－Ｙ’方向の寸法を有している。第１鍔部１４０ａの中央部には、Ｚ方向
に凸の図示しない突起が設けられている。
【００３４】
　第２鍔部１５０ａは、フレーム本体１１０ａの内側板１１３ａの第１鍔部１４０ａより
もＺ方向側の箇所からＸ’方向（第２フレーム１００ｂのフレーム本体１１０ｂ側）に延
びた矩形状の板である。第２鍔部１５０ａは、Ｙ－Ｙ’方向に延びた長尺状であって、フ
レーム本体１１０ａと同じＹ－Ｙ’方向の寸法を有している。
【００３５】
　第２フレーム１００ｂは、上記の通り第１フレーム１００ａの対称形状であるので、第
１フレーム１００ａと相違する部分について詳しく説明し、重複する説明は省略する。第
２フレーム１００ｂは、フレーム本体１１０ｂと、第１長尺リブ１２０ｂと、第２長尺リ
ブ１３０ｂと、第１鍔部１４０ｂと、第２鍔部１５０ｂとを有している。
【００３６】
　フレーム本体１１０ｂは、Ｘ－Ｘ’方向においてフレーム本体１１０ａの対称形状であ
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る以外、フレーム本体１１０ａと同じ構成である。フレーム本体１１０ｂの外側板１１２
ｂは、Ｙ－Ｙ’方向に延びる円弧状の板であって、Ｚ方向及びＸ方向に湾曲している。フ
レーム本体１１０ｂの内側板１１３ｂは、Ｙ－Ｙ’方向に延びる円弧状の板であって、Ｚ
方向及びＸ方向に湾曲している。なお、図６Ａ及び図６Ｂに示される１１１ｂは、フレー
ム本体１１０ｂの底板である。Ｒ１ｂはフレーム本体１１０ｂの第１角部である。Ｒ２ｂ
はフレーム本体１１０ｂの第２角部である。Ｒ３ｂはフレーム本体１１０ｂの第３角部で
ある。
【００３７】
　第１長尺リブ１２０ｂは、Ｘ－Ｘ’方向において第１長尺リブ１２０ａの対称形状であ
る以外、第１長尺リブ１２０ａと同じ構成である。図６Ａに示される１２２ｂが第１長尺
リブ１２０ｂのリブ（第１リブ）であり、１２２ｂ１がリブ１２２ｂのネジ孔である。図
６Ｂに示される１２３ｂが第１長尺リブ１２０ｂのリブ（第３リブ）であり、１２３ｂ１
がリブ１２３ｂのネジ孔である。
【００３８】
　第２長尺リブ１３０ｂは、Ｘ－Ｘ’方向において第２長尺リブ１３０ａの対称形状であ
る以外、第２長尺リブ１３０ａと同じ構成である。図６Ａに示される１３２ｂが第２長尺
リブ１３０ｂのリブ（第２リブ）であり、１３２ｂ１がリブ１３２ｂのネジ孔である。図
６Ｂに示される１３３ｂが第２長尺リブ１３０ｂのリブ（第４リブ）であり、１３３ｂ１
がリブ１３３ｂのネジ孔である。
【００３９】
　第１鍔部１４０ｂは、フレーム本体１１０ｂの第３角Ｒ３ｂからＸ方向（第１フレーム
１００ａのフレーム本体１１０ａ側）に延びた後、Ｚ方向に延びた略Ｌ字状の板である。
第２鍔部１５０ｂは、フレーム本体１１０ｂの内側板１１３ｂの第１鍔部１４０ｂよりも
Ｚ方向側の箇所からＸ方向（第１フレーム１００ａのフレーム本体１１０ａ側）に延びた
矩形状の板である。
【００４０】
　第１支持脚２００ａは、図１Ａ～図５に示されるように下向き略Ｕ字状のパイプである
。第１支持脚２００ａは、第１脚部２１０ａと、第２脚部２２０ａと、連結部２３０ａと
を有している。
【００４１】
　第１脚部２１０ａは、図６Ａに最も良く示されているように第１フレーム１００ａのフ
レーム本体１１０ａの外側板１１２ａに沿って湾曲した上端部を有するパイプである。第
１脚部２１０ａの上端部は、第１フレーム１００ａのリブ１２２ａ及びリブ１３２ａに固
定されている。具体的には以下の通りである。第１脚部２１０ａの上端部には、図示しな
い第１、第２貫通孔が設けられている。第１貫通孔はリブ１２２ａのネジ孔１２２ａ１に
連通している。第２貫通孔はリブ１３２ａのネジ孔１３２ａ１に連通している。ネジであ
る第１固定部３００ａが第１脚部２１０ａの第１貫通孔に挿入され、第１フレーム１００
ａのリブ１２２ａのネジ孔１２２ａ１にネジ止めされている。ネジである第２固定部３０
０ｂが第１脚部２１０ａの第２貫通孔に挿入され、第１フレーム１００ａのリブ１３２ａ
のネジ孔１３２ａ１にネジ止めされている。
【００４２】
　第２脚部２２０ａは、フレーム本体１１０ｂの外側板１１２ｂに沿って湾曲した上端部
を有するパイプである。第２脚部２２０ａの上端部は、第２フレーム１００ｂのリブ１２
２ｂ及びリブ１３２ｂに固定されている。具体的には以下の通りである。第２脚部２２０
ａの上端部には、図示しない第１、第２貫通孔が設けられている。第１貫通孔はリブ１２
２ｂのネジ孔１２２ｂ１に連通している。第２貫通孔はリブ１３２ｂのネジ孔１３２ｂ１
に連通している。ネジである第３固定部３００ｃが第２脚部２２０ａの第１貫通孔に挿入
され、第２フレーム１００ｂのリブ１２２ｂのネジ孔１２２ｂ１にネジ止めされている。
ネジである第４固定部３００ｄが第２脚部２２０ａの第２貫通孔に挿入され、第２フレー
ム１００ｂのリブ１３２ｂのネジ孔１３２ｂ１にネジ止めされている。
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【００４３】
　連結部２３０ａは、第１脚部２１０ａの上端部と第２脚部２２０ａの上端部とを一体的
に連結するパイプである。なお、第１、第２脚部２１０ａ、２２０ａは、高さ調整が可能
な構成とすることが可能である。例えば、第１、第２脚部２１０ａ、２２０ａは、複数の
パイプが同心円状に配置され、伸縮可能な構成とすることが可能である。また、第１、第
２脚部２１０ａ、２２０ａは、複数のパイプを当該パイプの長さ方向に取り外し可能に連
結させた構成とすることが可能である。パイプを取り外すことによって、第１、第２脚部
２１０ａ、２２０ａの高さ調整がなされる。
【００４４】
　第２支持脚２００ｂは第１支持脚２００ａと同様の構成であって、第１脚部２１０ｂと
、第２脚部２２０ｂと、連結部２３０ｂとを有している。以下、第２支持脚２００ｂが第
１支持脚２００ａと相違する点について詳しく説明し、重複する説明は省略する。
【００４５】
　第１脚部２１０ｂの上端部は、図６Ｂに最も良く示されているように、第１フレーム１
００ａのリブ１２３ａ及びリブ１３３ａに固定されている。具体的には、ネジである第５
固定部３００ｅが第１脚部２１０ｂの図示しない第１貫通孔に挿入され、第１フレーム１
００ａのリブ１２３ａのネジ孔１２２ａ１にネジ止めされている。ネジである第６固定部
３００ｆが第１脚部２１０ｂの図示しない第２貫通孔に挿入され、第１フレーム１００ａ
のリブ１３３ａのネジ孔１３２ａ１にネジ止めされている。
【００４６】
　第２脚部２２０ｂの上端部は、第２フレーム１００ｂのリブ１２３ｂ及びリブ１３３ｂ
に固定されている。具体的には、ネジである第７固定部３００ｇが第２脚部２２０ｂの図
示しない第１貫通孔に挿入され、第２フレーム１００ｂのリブ１２３ｂのネジ孔１２２ｂ
１にネジ止めされている。ネジである第８固定部３００ｈが第２脚部２２０ｂの図示しな
い第２貫通孔に挿入され、第２フレーム１００ｂのリブ１３３ｂのネジ孔１３２ｂ１にネ
ジ止めされている。
【００４７】
　火床４００は、図１Ａに示されているように、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂ
の第１鍔部１４０ａ、１４０ｂにＹ－Ｙ’方向に移動自在に懸架されている。火床４００
は、火床本体４１０と、フランジ４２０ａ、４２０ｂとを有している。火床本体４１０は
上方に開放された金属製の箱である。火床本体４１０に炭や薪などの加熱燃料が収容可能
となっている。
【００４８】
　フランジ４２０ａは、火床本体４１０からＸ方向に延びた後、Ｚ’方向に延びた板であ
る。フランジ４２０ａが第１フレーム１００ａの第１鍔部１４０ａにＹ－Ｙ’方向に移動
自在に支持されている。フランジ４２０ｂは、火床本体４１０からＸ’方向に延びた後、
Ｚ’方向に延びた板である。フランジ４２０ｂが第２フレーム１００ｂの第１鍔部１４０
ｂにＹ－Ｙ’方向に移動自在に支持されている。フランジ４２０ａのＹ方向の端部及びフ
ランジ４２０ｂのＹ方向の端部には、図示しない第１ストッパーが各々設けられている。
第１ストッパーが第１鍔部１４０ａ、１４０ｂの突起にＹ方向側から当接することによっ
て、火床４００がＹ’方向に所定以上移動しないように規制されている。フランジ４２０
ａのＹ’方向の端部及びフランジ４２０ｂのＹ’方向の端部には、図示しない第２ストッ
パーが各々設けられている。第２ストッパーが第１鍔部１４０ａ、１４０ｂの突起にＹ’
方向側から当接することによって、火床４００がＹ方向に所定以上移動しないように規制
されている。
【００４９】
　焼き網５００は、図１Ａに最も良く示されているように金属製の網である。焼き網５０
０及び鉄板６００が第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂの第２鍔部１５０ａ、１５０
ｂに支持されている。
【００５０】
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　以下、上記した構成のバーベキューグリルＧの組み立て手順について詳しく説明する。
まず、アルミ等の金属をＹ－Ｙ’方向に相当する方向に押出成形によって、第１、第２フ
レーム１００ａ、１００ｂが作成される。その後、第１、第２フレーム１００ａ、１００
ｂ及び第１支持脚２００ａを用意する。その後、第１支持脚２００ａの第１脚部２１０ａ
の上端部を第１フレーム１００ａのリブ１２２ａ、１３２ａに対向配置させる。このとき
、第１脚部２１０ａの第１、第２貫通孔をリブ１２２ａ、１３２ａのネジ孔１２２ａ１、
１３２ａ１に連通させる。その後、第１固定部３００ａを第１貫通孔に挿入し、ネジ孔１
２２ａ１にネジ止めさせる。第２固定部３００ｂを第２貫通孔に挿入し、ネジ孔１３２ａ
１にネジ止めさせる。これにより、第１支持脚２００ａの第１脚部２１０ａが第１フレー
ム１００ａのリブ１２２ａ、１３２ａ（第１、第２長尺リブ１２０ａ、１３０ａの第１端
部）にネジ止めされる。このようにして第１支持脚２００ａの第１脚部２１０ａが第１フ
レーム１００ａのＹ方向側の端に固定される。その後、第１支持脚２００ａの第２脚部２
２０ａの上端部を第２フレーム１００ｂのリブ１２２ｂ、１３２ｂに対向配置させる。こ
のとき、第２脚部２２０ａの第１、第２貫通孔をリブ１２２ｂ、１３２ｂのネジ孔１２２
ｂ１、１３２ｂ１に連通させる。その後、第３固定部３００ｃを第１貫通孔に挿入し、ネ
ジ孔１２２ｂ１にネジ止めさせる。第４固定部３００ｄを第２貫通孔に挿入し、ネジ孔１
３２ｂ１にネジ止めさせる。これにより、第１支持脚２００ａの第２脚部２２０ａが第２
フレーム１００ｂのリブ１２２ｂ、１３２ｂ（第１、第２長尺リブ１２０ｂ、１３０ｂの
第１端部）にネジ止めされる。このようにして第１支持脚２００ａの第２脚部２２０ａが
第２フレーム１００ｂのＹ方向側の端に固定される。
【００５１】
　その後、第２支持脚２００ｂを用意する。第２支持脚２００ｂの第１脚部２１０ｂの上
端部を第１フレーム１００ａのリブ１２３ａ、１３３ａに対向配置させる。このとき、第
１脚部２１０ｂの第１、第２貫通孔をリブ１２３ａ、１３３ａのネジ孔１２３ａ１、１３
３ａ１に連通させる。その後、第５固定部３００ｅを第１貫通孔に挿入し、ネジ孔１２３
ａ１にネジ止めさせる。第６固定部３００ｆを第２貫通孔に挿入し、ネジ孔１３３ａ１に
ネジ止めさせる。これにより、第２支持脚２００ｂの第１脚部２１０ｂが第１フレーム１
００ａのリブ１２３ａ、１３３ａ（第１、第２長尺リブ１２０ａ、１３０ａの第２端部）
にネジ止めされる。このようにして第２支持脚２００ｂの第１脚部２１０ｂが第１フレー
ム１００ａのＹ’方向側の端に固定される。その後、第２支持脚２００ｂの第２脚部２２
０ｂの上端部を第２フレーム１００ｂのリブ１２３ｂ、１３３ｂに対向配置させる。この
とき、第２脚部２２０ｂの第１、第２貫通孔をリブ１２３ｂ、１３３ｂのネジ孔１２３ｂ
１、１３３ｂ１に連通させる。その後、第７固定部３００ｇを第１貫通孔に挿入し、ネジ
孔１２３ｂ１にネジ止めさせる。第８固定部３００ｈを第２貫通孔に挿入し、ネジ孔１３
３ｂ１にネジ止めさせる。これにより、第２支持脚２００ｂの第２脚部２２０ｂが第２フ
レーム１００ｂのリブ１２３ｂ、１３３ｂ（第１、第２長尺リブ１２０ｂ、１３０ｂの第
２端部）にネジ止めされる。このようにして第２支持脚２００ｂの第２脚部２２０ｂが第
２フレーム１００ｂのＹ’方向側の端に固定される。
【００５２】
　その後、火床４００を用意する。火床４００のフランジ４２０ａ、４２０ｂを第１、第
２フレーム１００ａ、１００ｂの第１鍔部１４０ａ、１４０ｂ上に載置する。その後、焼
き網５００及び鉄板６００を用意する。焼き網５００及び鉄板６００を第１、第２フレー
ム１００ａ、１００ｂの第２鍔部１５０ａ、１５０ｂ上に載置する。
【００５３】
　以上のようなバーベキューグリルＧは、以下の技術的特徴及び効果を有する。第１に、
バーベキューグリルＧの部品点数の低減を図ることができる。上記の通り、第１支持脚２
００ａの第１、第２脚部２１０ａ、２２０ａが第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂの
Ｙ方向側の端に固定され、第２支持脚２００ｂの第１、第２脚部２１０ｂ、２２０ｂが第
１、第２フレーム１００ａ、１００ｂのＹ’方向側の端に固定されている。換言すると、
第１、第２支持脚２００ａ、２００ｂが、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂのみで
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連結されているので、バーベキューグリルＧの部品点数の低減を図ることができる。
【００５４】
　第２に、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂのみで第１、第２支持脚２００ａ、２
００ｂを連結する構成であるにも関わらず、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂに歪
みが生じ難い。その理由は以下の通りである。第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂの
フレーム本体１１０ａ、１１０ｂが筒で構成されている。フレーム本体１１０ａが、当該
フレーム本体１１０ａの第１、第２角Ｒ１ａ、Ｒ２ａの内面上に設けられ且つＹ－Ｙ’方
向に延びた第１、第２長尺リブ１２０ａ、１３０ａによって補強されている。フレーム本
体１１０ｂが、当該フレーム本体１１０ｂの第１、第２角Ｒ１ｂ、Ｒ２ｂの内面上に設け
られ且つＹ－Ｙ’方向に延びた第１、第２長尺リブ１２０ｂ、１３０ｂによって補強され
ている。
【００５５】
　第３に、第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂの断熱効果を向上させることができる
。第１、第２フレーム１００ａ、１００ｂのフレーム本体１１０ａ、１１０ｂが筒で構成
されており、フレーム本体１１０ａ、１１０ｂの内部の空気層によって断熱されるからで
ある。
【００５６】
　第４に、バーベキューグリルＧの重量の増加を抑制することができる。上記の通り、第
１、第２フレーム１００ａ、１００ｂは、筒であるフレーム本体１１０ａの内面上に第１
、第２長尺リブ１２０ａ、１３０ａが設けられた構成である。
【００５７】
　なお、本発明のバーベキューグリルは、上記実施例に限定されるものではなく、特許請
求の範囲の記載範囲において任意に設計変更することが可能である。以下、詳しく述べる
。
【００５８】
　本発明の第１、第２フレームは第１方向において互いに対向し、且つ上記実施例又は後
述する何れかの態様のフレーム本体と、上記実施例又は後述する何れかの態様の第１～第
４リブとを有している限り任意に設計変更することが可能である。
【００５９】
　本発明の第１、第２フレームのフレーム本体は、第１方向に交差する第２方向に延びた
筒である限り任意に設計変更することが可能である。例えば、フレーム本体は、円筒又は
多角形状の筒とすることが可能である。本発明の第１、第２フレームのフレーム本体は、
アルミ以外の金属（例えば、スチールやステンレス）又はカーボン等の耐熱性を有する材
料で構成することが可能である。
【００６０】
　本発明の第１、第２フレームの第１リブは、上記した何れかの態様のフレーム本体の第
２方向の第１端部の内面又は外面上に設けられている限り任意に設計変更することが可能
である。本発明の第１、第２フレームの第２リブは、上記した何れかの態様のフレーム本
体の第２方向の第１端部の内面又は外面上に設けられている限り任意に設計変更すること
が可能である。本発明の第１、第２フレームの第３リブは、上記した何れかの態様のフレ
ーム本体の第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面上に設けられている限り任意に設
計変更することが可能である。本発明の第１、第２フレームの第４リブは、上記した何れ
かの態様のフレーム本体の第１端部の反対側の第２端部の内面又は外面上に設けられてい
る限り任意に設計変更することが可能である。
【００６１】
　例えば、本発明の第１、第２フレームの第１、第２長尺リブが省略される場合、本発明
の第１、第２フレームの第１リブは、上記した何れかの態様のフレーム本体の第１角の第
２方向の第１端部の内面又は外面上に設けられた構成とすることが可能である。本発明の
第１、第２フレームの第２リブは、上記した何れかの態様のフレーム本体の第２角の第２
方向の第１端部の内面又は外面上に設けられた構成とすることが可能である。本発明の第
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１、第２フレームの第３リブは、上記した何れかの態様のフレーム本体の第１角の第２方
向の第２端部の内面又は外面上に設けられた構成とすることが可能である。本発明の第１
、第２フレームの第４リブは、上記した何れかの態様のフレーム本体の第２角の第２方向
の第２端部の内面又は外面上に設けられた構成とすることが可能である。本発明の第１、
第２フレームの第１、第２リブの少なくとも一方は、上記した何れかの態様のフレーム本
体の第１、第２角以外の部分の内面又は外面上の異なる箇所に設けられた構成とすること
が可能である。本発明の第１、第２フレームの第３、第４リブの少なくとも一方は、上記
した何れかの態様のフレーム本体の第１、第２角以外の部分の内面又は外面上の異なる箇
所に設けられた構成とすることが可能である。
【００６２】
　本発明の第１、第２フレームの第１、第２長尺リブは、上記した何れかの態様のフレー
ム本体の内面又は外面上に設けられており且つ当該内面又は外面の前記第２方向の一端か
ら他端にかけて前記第２方向に延びていると良い。第１長尺リブは、上記した何れかの態
様のフレーム本体の第１角の内面又は外面上に設けられても良い。第２長尺リブは、上記
した何れかの態様のフレーム本体の第２角の内面又は外面上に設けられていても良い。上
記した何れかの態様の第１長尺リブの第２方向の第１端部が第１リブに相当し、当該第１
長尺リブの第１端部の反対側の第２端部が第３リブに相当すると良い。上記した何れかの
態様の第２長尺リブの第２方向の第１端部が第２リブに相当し、当該第２長尺リブの第１
端部の反対側の第２端部が第４リブに相当すると良い。本発明の第１、第２フレームの第
１、第２長尺リブの少なくとも一方は、上記した何れかの態様のフレーム本体の第１、第
２角以外の部分の内面又は外面上に設けられた構成とすることが可能である。本発明の第
１、第２長尺リブは、第１方向の断面において略Ｏ字状（すなわち、筒状）とすることが
可能である。また、第１、第２長尺リブには、貫通孔が設けられていない構成とすること
が可能である。この場合、第１長尺リブの第１、第３リブ、及び第２長尺リブの第２、第
４リブにのみ、ネジ孔又は係合孔が設けられた構成とすることが可能である。なお、上記
した何れかの態様の第１、第２長尺リブは一体化することが可能である。
【００６３】
　本発明の第１、第２フレームは、第１、第２長尺リブの代りに、第３、第４長尺リブを
有する構成とすることが可能である。第３長尺リブは、第１、第２フレームのフレーム本
体の第１端部の内面又は外面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びて
いると良い。第４長尺リブは、第１、第２フレームのフレーム本体の第２端部の内面又は
外面上に設けられており且つ当該フレーム本体の周方向に延びていると良い。第１リブは
第３長尺リブの長さ方向の第１端部である。第２リブは第３長尺リブの第１端部の反対側
の第２端部である。第３リブは第４長尺リブの長さ方向の第１端部である。第４リブは第
４長尺リブの第１端部の反対側の第２端部である。
【００６４】
　この一例が図７Ａ及び図７Ｂに示されている。図７Ａ中の１６１ａが第１フレーム１０
０ａ’のフレーム本体１１０ａの第１端部の内面上に設けられた第３長尺リブであり、１
６１ｂが第２フレーム１００ｂ’のフレーム本体１１０ｂの第１端部の内面上に設けられ
た第３長尺リブである。第１リブ１２２ａ’は第３長尺リブ１６１ａの長さ方向の第１端
部である。第２リブ１３２ａ’は第３長尺リブ１６１ａの第１端部の反対側の第２端部で
ある。１２２ａ１’は第１リブ１２２ａ’のネジ孔であり、１３２ａ１’は第２リブ１３
２ａ’のネジ孔である。第１リブ１２２ｂ’は第３長尺リブ１６１ｂの長さ方向の第１端
部である。第２リブ１３２ｂ’は第３長尺リブ１６１ｂの第１端部の反対側の第２端部で
ある。１２２ｂ１’は第１リブ１２２ｂ’のネジ孔であり、１３２ｂ１’は第２リブ１３
２ｂ’のネジ孔である。図７Ｂ中の１６２ａが第１フレーム１００ａ’のフレーム本体１
１０ａの第２端部の内面上に設けられた第４長尺リブであり、１６２ｂが第２フレーム１
００ｂ’のフレーム本体１１０ｂの第２端部の内面上に設けられた第４長尺リブである。
第３リブ１２３ａ’は第４長尺リブ１６２ａの長さ方向の第１端部である。第４リブ１３
３ａ’は第４長尺リブ１６２ａの第１端部の反対側の第２端部である。１２３ａ１’は第



(16) JP 6224552 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

３リブ１２３ａ’のネジ孔であり、１３３ａ１’は第４リブ１３３ａ’のネジ孔である。
第３リブ１２３ｂ’は第４長尺リブ１６２ｂの長さ方向の第１端部である。第４リブ１３
３ｂ’は第４長尺リブ１６２ｂの第１端部の反対側の第２端部である。１２３ｂ１’は第
３リブ１２３ｂ’のネジ孔であり、１３３ｂ１’は第４リブ１３３ｂ’のネジ孔である。
【００６５】
　なお、上記した何れかの態様の第１リブは、フレーム本体の内面及び外面の何れか一方
上に設けられ、上記した何れかの態様の第２リブがフレーム本体の内面及び外面の他方上
に設けられた構成とすることが可能である。上記した何れかの態様の第３リブは、フレー
ム本体の内面及び外面の何れか一方上に設けられ、上記した何れかの態様の第４リブがフ
レーム本体の内面及び外面の他方上に設けられた構成とすることが可能である。上記第１
～第４リブは、フレーム本体に溶接などで固定されていても良い。上記第３、第４長尺リ
ブも、フレーム本体に溶接などで固定されていても良い。
【００６６】
　本発明の第１支持脚は、上記した何れかの態様の第１フレームの第１リブ及び第２リブ
に固定された第１脚部と、上記した何れかの態様の第２フレームの第１リブ及び第２リブ
に固定された第２脚部と、第１支持脚の第１脚部と第２脚部とを連結する連結部とを有し
ている限り任意に設計変更することが可能である。例えば、第１支持脚の第１脚部が上記
した何れかの態様の第１フレームの第１リブ、第２リブにピン止めされる構成とすること
が可能である。具体的には、ピンである第１、第２固定部が第１支持脚の第１脚部を貫通
して第１フレームの第１、第２リブの係合孔に係合される構成とすることが可能である。
同様に、第１支持脚の第２脚部が上記した何れかの態様の第２フレームの第１、第２リブ
にピン止めされる構成とすることが可能である。具体的には、ピンである第３、第４固定
部が第１支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第１、第２リブの係合孔に係合され
る構成とすることが可能である。なお、上記した何れかの態様の第１支持脚の第１脚部は
、第１、第２リブに加えて、第１フレームの第１端部の内面又は外面上に設けられた一又
は複数のリブに固定されていても良い。上記した何れかの態様の第１支持脚の第２脚部は
、第１、第２リブに加えて、第２フレームの第１端部の内面又は外面上に設けられた一又
は複数のリブに固定されていても良い。
【００６７】
　本発明の第１支持脚の連結部は、上記した何れかの態様の第１支持脚の第１脚部と第２
脚部とを連結するものであれば良い。例えば、連結部は、第１支持脚の第１脚部と第２脚
部とを連結する第１、第２脚部と別体のパイプや板等であっても良い。
【００６８】
　本発明の第２支持脚は、上記した何れかの態様の第１フレームの第３リブ及び第４リブ
に固定された第１脚部と、上記した何れかの態様の第２フレームの第３リブ及び第４リブ
に固定された第２脚部と、第２支持脚の第１脚部と第２脚部とを連結する連結部とを有し
ている限り任意に設計変更することが可能である。例えば、第２支持脚の第１脚部が上記
した何れかの態様の第１フレームの第３、第４リブにピン止めされる構成とすることが可
能である。具体的には、ピンである第５、第６固定部が第２支持脚の第１脚部を貫通して
第１フレームの第３、第４リブの係合孔に係合される構成とすることが可能である。同様
に、第２支持脚の第２脚部が上記した何れかの態様の第２フレームの第３、第４リブにピ
ン止めされる構成とすることが可能である。具体的には、ピンである第７、第８固定部が
第２支持脚の第２脚部を貫通して第２フレームの第３、第４リブの係合孔に係合される構
成とすることが可能である。なお、上記した何れかの態様の第２支持脚の第１脚部は、第
３、第４リブに加えて、第１フレームの第２端部の内面又は外面上に設けられた一又は複
数のリブに固定されていても良い。上記した何れかの態様の第２支持脚の第２脚部は、第
３、第４リブに加えて、第２フレームの第２端部の内面又は外面上に設けられた一又は複
数のリブに固定されていても良い。
【００６９】
　本発明の第２支持脚の連結部は、上記した何れかの態様の第２支持脚の第１脚部と第２
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脚部とを連結するものであれば良い。例えば、連結部は、第２支持脚の第１脚部と第２脚
部とを連結する第１、第２脚部と別体のパイプや板等であっても良い。
【００７０】
　本発明の第１固定部は、上記した何れかの態様の第１支持脚の第１脚部を上記した何れ
かの態様の第１フレームの第１リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能であ
る。本発明の第２固定部は、上記した何れかの態様の第１支持脚の第１脚部を上記した何
れかの態様の第１フレームの第２リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能で
ある。上記した何れかの態様の第１、第２固定部は、第１脚部に一体化させることが可能
である。
【００７１】
　本発明の第３固定部は、上記した何れかの態様の第１支持脚の第２脚部を上記した何れ
かの態様の第２フレームの第１リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能であ
る。本発明の第４固定部は、上記した何れかの態様の第１支持脚の第２脚部を上記した何
れかの態様の第２フレームの第２リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能で
ある。上記した何れかの態様の第３、第４固定部は、第２脚部に一体化させることが可能
である。
【００７２】
　本発明の第５固定部は、上記した何れかの態様の第２支持脚の第１脚部を上記した何れ
かの態様の第１フレームの第３リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能であ
る。本発明の第６固定部は、上記した何れかの態様の第２支持脚の第１脚部を上記した何
れかの態様の第１フレームの第４リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能で
ある。上記した何れかの態様の第５、第６固定部は、第１脚部に一体化させることが可能
である。
【００７３】
　本発明の第７固定部は、上記した何れかの態様の第２支持脚の第２脚部を上記した何れ
かの態様の第２フレームの第３リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能であ
る。本発明の第８固定部は、上記した何れかの態様の第２支持脚の第２脚部を上記した何
れかの態様の第２フレームの第４リブに固定し得る限り任意に設計変更することが可能で
ある。上記した何れかの態様の第７、第８固定部は、第２脚部に一体化させることが可能
である。
【００７４】
　本発明の火床は、上記した何れかの態様の第１、第２フレーム及び第１、第２支持脚の
少なくとも一方に支持される構成である限り任意に設計変更することが可能である。例え
ば、火床は、上記した第１、第２支持脚の連結部に係合可能なフックを有する構成とする
ことが可能である。この場合、第１、第２フレームの第１鍔部は省略可能である。なお、
第１、第２フレームの第１鍔部は、火床が懸架され得るものである限り任意に設計変更す
ることが可能である。
【００７５】
　本発明のバーベキューグリルは、上記した何れかの態様の第１、第２フレーム及び第１
、第２支持脚の少なくとも一方に支持される焼き網及び鉄板の少なくとも一方を備えた構
成とすることが可能である。焼き網及び／又は鉄板が第１、第２支持脚に支持される場合
、第１、第２フレームの第２鍔部は省略可能である。
【００７６】
　なお、上記実施例及び設計変形例におけるバーベキューグリルの各構成要素を構成する
素材、形状、寸法、数及び配置等はその一例を説明したものであって、同様の機能を実現
し得る限り任意に設計変更することが可能である。上記した実施例及び設計変更例は、互
いに矛盾しない限り、相互に組み合わせることが可能である。上記した何れかの態様の第
１、第２支持脚は、上記した何れかの態様の第１、第２フレームのみで連結されるものに
限定されない。すなわち、本発明は、第１、第２支持脚が、第１、第２フレームに加えて
、別の部材で連結されるバーベキューグリルに対しても適応可能である。本発明の第１方
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向は、第１、第２フレームが対向する方向である限り任意に設定することが可能である。
本発明の第２方向は、第１、第２フレームの長手方向であり且つ第１方向に交差する方向
である限り任意に設定可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　Ｇ・・・・・・・・バーベキューグリル
　　１００ａ・・・・第１フレーム
　　　１１０ａ・・・フレーム本体
　　　　１１１ａ・・底板
　　　　１１２ａ・・外側板
　　　　１１３ａ・・内側板
　　　　Ｒ１ａ・・・第１角
　　　　Ｒ２ａ・・・第２角
　　　　Ｒ３ａ・・・第３角
　　　１２０ａ・・・第１長尺リブ
　　　　１２１ａ・・貫通孔
　　　　１２２ａ・・リブ（第１リブ）
　　　　　１２２ａ１・ネジ孔
　　　　１２３ａ・・リブ（第３リブ）
　　　　　１２３ａ１・ネジ孔
　　　１３０ａ・・・第２長尺リブ
　　　　１３１ａ・・貫通孔
　　　　１３２ａ・・リブ（第２リブ）
　　　　　１３２ａ１・ネジ孔
　　　　１３３ａ・・リブ（第４リブ）
　　　　　１３３ａ１・ネジ孔
　　１００ｂ・・・・第２フレーム
　　　１１０ｂ・・・フレーム本体
　　　　１１１ｂ・・底板
　　　　１１２ｂ・・外側板
　　　　１１３ｂ・・内側板
　　　　Ｒ１ｂ・・・第１角
　　　　Ｒ２ｂ・・・第２角
　　　　Ｒ３ｂ・・・第３角
　　　１２０ｂ・・・第１長尺リブ
　　　　１２１ｂ・・貫通孔
　　　　１２２ｂ・・リブ（第１リブ）
　　　　　１２２ｂ１・ネジ孔
　　　　１２３ｂ・・リブ（第３リブ）
　　　　　１２３ｂ１・ネジ孔
　　　１３０ｂ・・・第２長尺リブ
　　　　１３１ｂ・・貫通孔
　　　　１３２ｂ・・リブ（第２リブ）
　　　　　１３２ｂ１・ネジ孔
　　　　１３３ｂ・・リブ（第４リブ）
　　　　　１３３ｂ１・ネジ孔
　　　１４０ａ・・・第１鍔部
　　　１４０ｂ・・・第１鍔部
　　　１５０ａ・・・第２鍔部
　　　１５０ｂ・・・第２鍔部
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　　２００ａ・・・・第１支持脚
　　　２１０ａ・・・第１脚部
　　　２２０ａ・・・第２脚部
　　　２３０ａ・・・連結部
　　２００ｂ・・・・第２支持脚
　　　２１０ｂ・・・第１脚部
　　　２２０ｂ・・・第２脚部
　　　２３０ｂ・・・連結部
　　３００ａ～３００ｈ・第１～第８固定部
　　４００・・・・・火床
　　　４１０・・・・火床本体
　　　４２０ａ・・・フランジ
　　　４２０ｂ・・・フランジ
　　５００・・・・・焼き網
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図６Ｂ】
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